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日本薬剤師会

調剤lをしていて疑問に思ったこと.医師または患者さんに聞かれて叫ったこと.(.'i師に疑a照会して対応したがい忌ひとつ納

得できないこと.あり本せんか? 皆さんの疑問に各分野の専門家があ替えいたします。

ご質問をあ寄-ttください 要項は540にあります なeP.回答はA誌に掲載することによってのみ行います。電話やファクシ

ミリによる回答はご容赦ください また.特殊なケースの質問は.採用されないこともありますのであらかじめこ7索ください

在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合，

患家を訪問する前に薬学的管理指導計画を策定

することが必要とされていますが，初回訪問時も必ず

「事前Jでなければ算定できないのでしょうか。

(匿名希望)

在宅患者訪問薬剤管理指導の実施にあたり必

要な薬学的管瑚計画は.患家を訪問する前に策

定することになっていますが.はじめて実施する場合

や急を要する場合などもあることから，算定要件では

「原則としてjとされています。

在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件で求めら

れている薬学的管理計画とは. I処方医から提供され

た診療状況を示す文書等に基づき.又は必要に応じ，

処方医と相談するとともに.他の医療関係職棉(i対科

訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である

歯科医師等及び訪問看護ステーションの看護師等)と

の間で情報を共有しながら.患者の心身の特性及び処

)j薬剤を踏まえ策定されるもの」です。

同計画には，薬剤の管理方法，処方薬剤の副作用.

相互作用などを確認したうえで，実施すべき指導の内

容.忠家への訪問同数.訪問間隔などを記載すること

が求められています。基本的には 「忠家を訪問する前

に策定する」ことを想定していますが.はじめて訪問

指導を実施する場合や急を要するケースもあることか

ら「原則として」とされています (表1)。

調剤録については，薬剤師法で定められている

記載項目を記入しなければなりませんが，当薬

局では各行為の責任の所在が明らかになるよう管理し

ており，調剤録の作成者，調剤者(剤形別に複数の薬

剤師が調剤を実施した場合は，すべての担当者).監

表 1 在宅患者訪問薬剤管理指導料における「薬学的管理指導計画jについて

[区分 15 在宅患者訪問管理問一 一 一寸

(5)1薬学的管瑚指導言'.tlJjJは.処)jl亙から提供された診療状況を示す文書等に基
づき.又は必~に応じ処方|炎と相談するとともに.他の医療関係職磁(歯科
訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である前科医師等及び訪問看護
ステーションの看護師等)との問で情報を共布しながら.息名ーの心身の特性及び
処方薬剤を跨まえ策定されるものであり.薬剤の管理方法.処Ji薬剤lの副作用.
相互作m等を線認した上.尖施すべき指導の内容.患家への訪問回数.訪問間
隔等を記載する。

I (6) <略〉

I (7)薬学的f削指導岬iは，原則として忠家を訪問する|浦に策定する。

(1μ生労働干7保険同医療課長.iJ.li知 「診療報酬の算定)j法の一部改正に1*う尖施 1..の惚意事項について」

(2010'f.3H5H 保医発0305第 l芯)より抜粋]
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表2 処方せん・調剤録への記入について

E誼E函
(処)jせんへの記入等)

第26条 薬剤師は，調剤したときは，その処方せんに，調剤済みの旨(その調剤によって，当該処
方せんが調剤済みとならなかったときは，調剤量)，調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項
を記入し，かつ，記名押印し，又は署名しなければならなし、

(調剤録)

第28条 薬局開設者は，薬局に調剤録を備えなければならない。

2 柴剤師は.薬局で調剤したときは.調剤録に厚生労働省令で定めるすJ~JJîを記入しなければならな
い。ただしその調剤により 当該処方せんが調剤済みとなったときは.この限りでない。

3 (略〉

E妥当官制覇官官直面3ft却.

(処んーせんの記入事羽)

第15条 法第26条の規定により処方せんに記入しなければならない事項は，調剤済みの旨又は調
剤量及び調剤年月日のほか，次のとおりとする。

l 調剤した薬局又は病院若しくは紗療所若しくは飼育動物診療施設のぞl'粉、及ひ呪rr杭地
2 法第23条第2項の規定により医siU. 歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記il置された医

薬品を変更して調剤した場合には.その変更の内谷
3 i-.t.第24条の規定により医師，的科医師又は獣|公帥に疑わしいj去を確かめた場合には.そのlul答

の内符

(調剤録の記人事項)

第16条 法第28条第2項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は，次のとおりとす
る。

l 忠者の氏名及び年令
2 薬名及び分11I
3 調剤年月 1:1
4 調剤l;t
5 調剤した薬剤師の氏名
6 処}jせんの発行年)J 1:1 
7 処)iせんを交付した医師.歯科医師又は獣医師の氏才:
8 iitr号の者の{干所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所住地
9 前条第2-1号泣び第3サに掲げる事項

査者，投薬者のそれぞれが記名・押印するようにして

います。薬剤師法で義務づけられている記載事項以外

の項目を調剤録に記入することは，法的に問題あるの

でしょうか。 (秋田県 匿名希望)

薬剤師法で、求められているのは，その調剤につ

いて最終的に1主任を負う薬剤師を特定すること

です。

薬剤師法および薬剤師法施行規則で、は，調剤した処

方せんと調剤録への記人事瓜を定めています (表2)。

また.処方せんが調剤済みとなった場合には，その処

{集1甲IJr.IP法，薬剤師法他行規則より抜粋)

方せんに「調剤録と同様の事項を記入したものをもっ

てかえることができるJとされていることから.実際

は調剤済み処)iせんの裏1mゃ余白に必要事項を記入し

ている場-合が多いと理解しています。

したがって.ご質問については.調剤録への記入だ

けでなく，調剤済みとなった処方せんへの記入もあわ

せたものとしてご説明します。ご質問のケースのよう

に. 1枚の処方せんについて後数の薬剤師が関わった

場合は.処)Jせん受け付けから薬剤の交付まで(すな

わち調剤全体にわたる範囲)において.責任の所在を

明らかにする目的で， 各行為の担当~-に関する記録を



& 

表3 調剤済み処方せんへの記録について

11*い係1;…の叫処方肘せ川る制削剤を桜数の薬刺淵邦剤伽l
| 係る謝T邦剤F判lを行つた全ての3来薬t定:剤H削1耐Hの氏名について. 記4ぞT古1引拘抑lドl印又は!唆l:按fl名する必2妥Eがあるのか。

[解釈]

薬剤師法が求めているのは.その処点せんに基づく調剤について最終的に責任を負う薬剤師を特定するこ
とにある。従って.その薬剤Jnitiが制邦l済みの処方せんに記名字jI印又は署名することが必要となる。

なお，後数の柴剤師が分担して調剤を行っている場合は.調邦lに係る責任の所在を明らかにする目的で.
調剤済みの処方せんに当該処)iせんに係る調布lを行った全ての薬剤師が押印する等工夫することは注し支え
ない。但しその場合にあってもらt終的に占任を14う薬剤師が特返されていることが必要である。

(11本薬剤師会 「平成 10"1'.'立日薬1'11記事1f.委n・調m報酬専門役協議会にて協議された疑義解釈!Jf項j(1999 "F7 Jj 28 11 )より抜粋〕

残すなどのて夫を行うことは去し支えないものと整理

されています (表3)。

ただしそのような場合であっても.最終的に責任

を負う薬剤師が特定されていることが必要ですので.

調剤済みとなった処万せんや調剤l録への記入にあたっ

ては.その区別が明確となるよう十分注意してくださ

し、。

聞の募
調剤をしていて懸問に思ったこと.医師または患者さんに聞かれて因ったこと.医師に

媛積照会して対応したがいまひとつ納得できないことなどはありませんか? 皆さま

の短聞にち分野の・門家がお答えいたします。どしどしご質問ください。

「質問の募集j要項

1.質問lの範閥

①実際の処方せんの疑義解釈にl期する質問

たとえば.処方医に疑義!!日会すべきかどうか迷っている実例や疑

義照会の際に処)j医の指ぷで納得できないでいる実例で.専門家

の怠見が知lりたい.という場合など。

訓呆険制剤・調布l報酬などに|刻する質問

たとえば.どのようなケースが調剤拒存に該当するのかっ J占;Jt
もれがあった場合の対応は ? という質111Jなど。

@調弗l技術などに関する質問l
たとえば.A散と B末を配合しでもよいか? また. c錠を粉砕

してよいか? という調剤技術|二の質問など。

2. 質IIiJは文書で日本薬剤師会 r;調剤と情報j係まで.ご連絡くだ

さい。

3 必ートーではl丘名の扱いをいたしますが. さらに持しい内容をおIlH
きしないと回答できないこともありますので.住所.氏名.111 
話番けを必ずl珂J己ください。

4.質問jの係官?ならびに101答.fi'の選択は.編集委民会で決めさせて

いただきます。

5 質問!ならびに阿答は無料です@

6 質1I11が係月lされた方には.じほうから図i!Fカードが贈呈され

ます。

ただし，本コーナーへの質問はあくまでも 『調剤と情報』誌への掲載を前提としておりますので.個人的・特殊な質問にはお答えできません。ご了承
ください。また，回答は本総面によってのみf干し、ます。電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。

1m函 干160-8389 東京都新宿区四谷 3-3-1富士 ・国保遠山日本薬剤師会「謂釦lと情報J事務局

TEL.03 (3353) 1170 FAX.03 (3353) 6270 
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